
報 第 ５ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）     

 

 本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と お り 専

決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ５ 月 １ ８ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 ４ 号  

 

税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す

る 。  

 以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ３ 月 ３ １ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ ５ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 ９ 条 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 １ ０ 条 の 見 出 し 中 「 、 又 は 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 同 条 中 「 、 第 ６

９ 条 の ６ 第 １ 項 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 中 「 第 ６ ９ 条 の ６ 第

１ 項 の 申 告 書 、 」 を 削 る 。  

第 ２ １ 条 第 ３ 項 中 「 以 下 こ の 項 及 び 次 項 並 び に 」 を 「 次 項 及 び 」 に

改 め 、 「 特 定 配 当 等 」 と い う 。 ） 」 の 次 に 「 （ 同 号 ロ に 掲 げ る も の を

除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ６ ８ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

軽 自 動 車 税 は 、 軽 自 動 車 等 に 対 し 、 そ の 所 有 者 に 課 す る 。  

第 ６ ８ 条 第 ２ 項 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」

に 、 「 、 第 １ 項 」 を 「 、 前 項 」 に 、 「 そ の 使 用 者 に 」 を 「 当 該 軽 自 動

車 等 の 使 用 者 に 軽 自 動 車 税 を 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 こ れ を 課 さ

な い 」 を 「 こ の 限 り で な い 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ２ 項 と す る 。  

第 ６ ９ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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軽 自 動 車 等 の 売 買 契 約 に お い て 売 主 が 当 該 軽 自 動 車 等 の 所 有 権 を

留 保 し て い る 場 合 に は 、 買 主 を 軽 自 動 車 等 の 所 有 者 と み な し て 、 軽

自 動 車 税 を 課 す る 。  

第 ６ ９ 条 第 ２ 項 中 「 ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 者 又 は 」 を 削 り 、 同

条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 を 削 る 。  

第 ６ ９ 条 の ３ か ら 第 ６ ９ 条 の ８ ま で を 削 る 。  

第 ６ ９ 条 の ９ の 見 出 し 及 び 同 条 第 １ 項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」  

に 改 め 、 同 条 を 第 ６ ９ 条 の ３ と す る 。  

第 ６ ９ 条 の １ ０ を 削 る 。  

第 ７ ０ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 ７ １ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 ７  

３ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 及 び 第 ７ ４ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 種 別 割 」  

を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 ７ ６ 条 の 見 出 し 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め 、 同 条 第 １

項 中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 、 「 第 ３ ３ 号 の ４ の ２ 様 式 」 を 「

第 ３ ３ 号 の ４ 様 式 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 ３ ３ 号 の ４ の ２ 様 式 」

を 「 第 ３ ３ 号 の ４ 様 式 」 に 、 「 、 原 動 機 付 自 転 車 」 を 「 並 び に 原 動 機

付 自 転 車 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 ３ ３ 号 の ４ の ２ 様 式 」 を 「 第 ３  

３ 号 の ４ 様 式 」 に 、 「 、 原 動 機 付 自 転 車 」 を 「 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 」  

に 改 め る 。  

第 ７ ７ 条 の 見 出 し 、 第 ７ ８ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 並 び に 第 ７ ９ 条 の

見 出 し 並 び に 同 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 、 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 中 「 種 別 割 」 を

「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

第 ８ ０ 条 第 ２ 項 中 「 第 ６ ８ 条 第 ３ 項 た だ し 書 」 を 「 第 ６ ８ 条 第 ２ 項

た だ し 書 」 に 、 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 、 「 法 施 行 規 則 第 ３ ３

号 の ５ 様 式 に よ る 申 請 書 」 を 「 標 識 交 付 申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項

中 「 種 別 割 」 を 「 軽 自 動 車 税 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ６ 条 の ３ の 前 の 見 出 し 及 び 同 条 を 削 る 。  

附 則 第 ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 中 「 居 住 年 が 平 成 １ １ 年 か ら 平 成 １ ８ 年

ま で 又 は 」 を 「 同 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 年 が 」 に 、 「 に お

い て 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け な い と き は 」 を 「 に は 」 に 、 「

附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ５ 項 」 に 改 め 、 同  

条 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 」  
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に 改 め 、 同 条 を 附 則 第 ６ 条 の ３ と し 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 個 人 の

市 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 ） 」 を 付 す る 。  

附 則 第 ７ 条 第 １ 項 中 「 令 和 ９ 年 度 」 を 「 令 和 １ ２ 年 度 」 に 改 め 、 同

条 第 ２ 項 中 「 、 附 則 第 ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 削 る 。  

附 則 第 ９ 条 の ２ 第 ３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ １ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５

条 第 ２ ０ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ２ 項 第 １ 号 」

を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ １ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ５ 項 中 「 附 則 第 １

５ 条 第 ２ ２ 項 第 ２ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ １ 項 第 ２ 号 」 に 改 め 、 同

条 第 ６ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ２ 項 第 ３ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ １

項 第 ３ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ７ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 第 １ 号 」 を

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ２ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 １ ５

条 第 ２ ３ 項 第 ２ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ２ 項 第 ２ 号 」 に 改 め 、 同 条

第 ９ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 １ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 イ 」 に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ０ 項

中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 １ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １

号 ロ 」 に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ １ 項 中 「 附

則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 １ 号 ハ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １ 号 ハ 」  

に 、 「 ３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ２ 項 中 「 附 則 第 １

５ 条 第 ２ ５ 項 第 １ 号 ニ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １ 号 ニ 」 に 、 「

３ 分 の ２ 」 を 「 ２ 分 の １ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第

２ ５ 項 第 ２ 号 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ２ 号 」 に 、 「 ７ 分 の ６ 」

を 「 ５ 分 の ３ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 ３

号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ３ 号 イ 」 に 、 「 ４ 分 の ３ 」 を 「 ３

分 の ２ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 ３ 号 ロ 」  

を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ３ 号 ロ 」 に 、 「 ４ 分 の ３ 」 を 「 ３ 分 の ２ 」  

に 改 め 、 同 条 第 １ ６ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 ３ 号 ハ 」 を 「 附 則

第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 ４ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ７ 項 か ら 第 １ ９ 項 ま で を

削 り 、 同 条 第 ２ ０ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ８ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第

２ ７ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 １ ７ 項 と し 、 同 条 第 ２ １ 項 中 「 附 則 第

１ ５ 条 第 ３ ２ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ １ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

１ ８ 項 と し 、 同 条 第 ２ ２ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ６ 項 」 を 「 附 則 第 １

５ 条 第 ３ ５ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 １ ９ 項 と し 、 同 条 第 ２ ３ 項 中 「
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附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ６ 項 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 ２ ０ 項 と し 、 同 条 第 ２ ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ １ 項 」 を 「 附

則 第 １ ５ 条 第 ４ ０ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ２ １ 項 と し 、 同 条 中 第 ２

５ 項 を 第 ２ ２ 項 と し 、 第 ２ ６ 項 を 第 ２ ３ 項 と し 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加

え る 。  

２ ４  法 附 則 第 １ ５ 条 の １ １ 第 １ 項 に 規 定 す る 市 町 村 の 条 例 で 定 め る

割 合 は 、 ３ 分 の １ と す る 。  

附 則 第 ９ 条 の ３ 第 ７ 項 中 「 附 則 第 １ ２ 条 第 １ ６ 項 」 を 「 附 則 第 １ ２

条 第 １ ７ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 １ ２ 条 第 １ ９ 項 」 を 「 附

則 第 １ ２ 条 第 ２ ０ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 項 第 ４ 号 中 「 附 則 第 １ ２ 条 第

２ ３ 項 」 を 「 附 則 第 １ ２ 条 第 ２ ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 第 ６ 号 中 「 附 則 第

１ ２ 条 第 ２ ４ 項 」 を 「 附 則 第 １ ２ 条 第 ２ ５ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ０ 項

第 ５ 号 及 び 第 １ ２ 項 第 ５ 号 中 「 附 則 第 １ ２ 条 第 ３ １ 項 」 を 「 附 則 第 １

２ 条 第 ３ ２ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ５ 項 中 「 附 則 第 １ ２ 条 第 １ ９ 項 」 を

「 附 則 第 １ ２ 条 第 ２ ０ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ６ 項 中 「 改 修 実 演 芸 術 公

演 施 設 」 を 「 改 修 特 別 特 定 建 築 物 」 に 、 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等

の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 国 土 交 通 省 令 第 １

１ ０ 号 ） 第 １ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 通 知 書 の 写 し 及 び 主 と し て 劇 場 、

音 楽 堂 等 の 活 性 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ） 第 ２ 条 第

２ 項 に 規 定 す る 実 演 芸 術 の 公 演 の 用 に 供 す る 施 設 で あ る 」 を 「 法 施 行

規 則 附 則 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の

写 し 及 び 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平

成 １ ８ 年 法 律 第 ９ １ 号 ） 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 物 移 動 等 円 滑

化 基 準 （ 同 条 第 ３ 項 の 条 例 で 付 加 し た 事 項 を 含 む 。 ） 又 は 同 法 第 １ ７

条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 同 法 第 ２ 条 第 ２ ０ 号 に 規 定 す る 建 築 物 特 定

施 設 の 構 造 及 び 配 置 に 関 す る 基 準 に 適 合 す る 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 を

次 の よ う に 改 め る 。  

⑶  家 屋 が 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

施 行 令 （ 平 成 １ ８ 年 政 令 第 ３ ７ ９ 号 ） 第 ５ 条 各 号 に 掲 げ る 特 別 特

定 建 築 物 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法

律 第 １ ４ 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 同 法 第 ２ 条 第 １ ８ 号 に 規 定 す る

特 定 建 築 物 を 含 む 。 ） の い ず れ に 該 当 す る か の 別  
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附 則 第 ９ 条 の ３ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 に 係 る 固 定 資 産 税 の 特 例 の 適 用 を 受 け よ う

と す る 者 が す べ き 申 告 等 ）  

第 ９ 条 の ４  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す  

る 場 合 及 び 同 条 第 ６ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を

受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の １ 月 ３ １ 日 ま で

に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

⑴  納 税 義 務 者 の 住 所 、 氏 名 又 は 名 称 及 び 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 （

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ っ て は 、 住 所 及 び 氏 名 又

は 名 称 ） 並 び に 当 該 納 税 義 務 者 が 令 附 則 第 １ ２ 条 の ４ 第 １ 項 第 ３

号 か ら 第 ５ 号 ま で 又 は 第 ３ 項 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 者 で

あ る 場 合 に あ っ て は 、 同 条 第 １ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 又 は 第 ３

項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 と の 関 係  

⑵  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 被 災 住 宅 用 地 の 上 に 令 和

５ 年 度 に 係 る 賦 課 期 日 に お い て 存 し た 家 屋 の 所 有 者 及 び 家 屋 番 号  

⑶  当 該 年 度 に 係 る 賦 課 期 日 に お い て 法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 （

同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 及 び 同 条 第 ６ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 土 地 を 法 第 ３ ４

９ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 す る 土 地 と し

て 使 用 す る こ と が で き な い 理 由  

⑷  そ の 他 市 長 が 固 定 資 産 税 の 賦 課 徴 収 に 関 し 必 要 と 認 め る 事 項  

２  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 に 係 る 令 和 ８ 年 度 分 及 び 令 和 ９

年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 第 ６ ２ 条 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

３  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 特 定 被 災 共 用 土 地 」 と い う 。 ） に 係 る 固 定 資 産 税 額

の 按 分 の 申 出 は 、 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務

者 （ 第 ４ 号 に お い て 「 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」 と い う 。 ） の

代 表 者 が 毎 年 １ 月 ３ １ 日 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を
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市 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

⑴  代 表 者 の 住 所 、 氏 名 又 は 名 称 及 び 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 （ 個 人

番 号 又 は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ っ て は 、 住 所 及 び 氏 名 又 は 名

称 ）  

⑵  特 定 被 災 共 用 土 地 の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 地 積 並 び に そ の 用 途  

⑶  特 定 被 災 共 用 土 地 に 係 る 法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ３ 項 に 規 定 す る

被 災 区 分 所 有 家 屋 の 所 在 、 家 屋 番 号 、 種 類 、 構 造 及 び 床 面 積 並 び

に そ の 用 途  

⑷  各 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の 住 所 及 び 氏 名 並 び に 当 該 各 特

定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の 当 該 特 定 被 災 共 用 土 地 に 係 る 持 分 の

割 合  

⑸  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 按 分 す る 場 合 に 用 い ら

れ る 割 合 に 準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合 の 算 定 方 法  

４  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 特 定 被 災 共 用 土 地 と み な

さ れ た 特 定 仮 換 地 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 仮 換 地 等 」 と い う

。 ） に 係 る 固 定 資 産 税 額 の 按 分 の 申 出 に つ い て は 、 前 項 中 「 特 定 被  

災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換 地 等 納 税 義 務 者 」 と 、  

「 特 定 被 災 共 用 土 地 の 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換 地 等 の 」 と 、 「 特 定

被 災 共 用 土 地 に 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換 地 等 に 対 応 す る 従 前 の 土 地

で あ る 特 定 被 災 共 用 土 地 に 」 と す る 。  

附 則 第 １ ４ 条 の ２ か ら 第 １ ４ 条 の ６ ま で を 削 る 。  

附 則 第 １ ５ 条 の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 １ 項 中 「 法 第

４ ４ ４ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 」 を 「 道 路 運 送 車 両 法 第 ６ ０ 条 第 １ 項 後 段

の 規 定 に よ る 」 に 、 「 か ら 第 ４ 項 ま で 」 を 「 及 び 第 ３ 項 」 に 改 め 、 「

の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３  

月 ３ １ 日 ま で 」 を 「 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で 」  

に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 法 第 ４ ４ ６ 条 第 １ 項 第  

３ 号 」 を 「 同 項 」 に 改 め 、 「 及 び 次 項 」 を 削 り 、 「 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 」  

を 「 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 」 に 、 「 当 該 初 回 車 両 番 号 指 定 を 受 け た 日 の 属

す る 年 度 の 翌 年 度 分 」 を 「 令 和 ８ 年 度 分 」 に 改 め 、 「 の 種 別 割 」 を 削

り 、 同 条 第 ４ 項 を 削 る 。  

附 則 第 １ ５ 条 の ２ の 見 出 し 中 「 の 種 別 割 」 を 削 り 、 同 条 第 １ 項 中 「
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の 種 別 割 」 を 削 り 、 「 か ら 第 ４ 項 ま で 」 を 「 又 は 第 ３ 項 」 に 改 め 、 同

条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。  

附 則 第 １ ５ 条 の ３ 第 ３ 項 第 ２ 号 、 第 １ ５ 条 の ４ 第 ３ 項 第 ２ 号 及 び 第

１ ６ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 中 「 、 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３

の ２ 第 １ 項 」 を 「 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 令 和 ８ 年 度 」 を 「 令 和 １ １

年 度 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ７ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 、 第 １ ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 １ ８ 条 の

３ 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 、 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ の ２

第 １ 項 」 を 「 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ８ 条 の ３ の ２ 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ５ 項 第 ２ 号 並 び に 第 １ ８

条 の ３ の ３ 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ５ 項 第 ２ 号 中 「 、 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 及

び 第 ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 及 び 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 新 潟

県 柏 崎 市 税 条 例 （ 次 条 第 １ 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定

中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産

税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ７ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 新 た に 取 得

さ れ た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 ２ 号 ） 第

１ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 。

次 項 に お い て 「 旧 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 に 規 定 す る

特 定 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 旧 法 附 則

第 １ ５ 条 の １ １ 第 １ 項 に 規 定 す る 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た

同 項 に 規 定 す る 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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（ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  新 条 例 の 規 定 中 軽 自 動 車 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ８ 年 度 以 後

の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に つ い て 適 用 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の 三 輪 以 上 の 軽 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す

る 軽 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  令 和 ７ 年 度 以 前 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 条 例

第 ４ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  附 則 第 ６ 条 中 「 の 種 別 割 」 を 削 る 。  

10



 

参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

税
条

例
（

昭
和

３
５

年
３

月
２

５
日

条
例

第
１

０
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

第
９
条
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
18
5号

）
第
59

条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 

第
９
条
 
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
29
年
総
理
府
令
第
23
号
。
以
下
「
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
18
5号

）
第
59

条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
種
別
割
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
旨
と
す
る
。
 

 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

第
10
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
29
条
、
第
35
条
、
第
35
条
の
２
若
し
く
は
第
35
条
の

５
（
第
40
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

36
条
の
４
第
１
項
（
第
36
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
第
37
条
第
１
項
（
法
第
32
1条

の
８
第
34
項
及
び
第
35
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
40
条
の
７
、
第
55
条
、
第
71
条
第
２
項
、
第
87
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
91

条
第
２
項
、
第
94
条
又
は
第
12
6条

第
１
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は

納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
、
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト

（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第

５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
3パ

ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に

よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
10
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
29
条
、
第
35
条
、
第
35
条
の
２
若
し
く
は
第
35
条
の

５
（
第
40
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

36
条
の
４
第
１
項
（
第
36
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
第
37
条
第
１
項
（
法
第
32
1条

の
８
第
34
項
及
び
第
35
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
第
40
条
の
７
、
第
55
条
、
第
69
条
の
６
第
１
項
、
第
71
条
第
２
項
、
第
87
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
、
第
91
条
第
２
項
、
第
94
条
又
は
第
12
6条

第
１
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の

税
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
、
そ
の
納
期

限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２

号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応

じ
、
年
14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で

に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7.
3パ

ー

セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
っ
て

納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
っ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
87
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第
12
6条

第
１
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額

（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間
 

(２
) 

第
69
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
87
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第
12
6

条
第
１
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納

期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(３
) 

第
87
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第
12
6条

第
１
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出

期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か

ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(３
) 

第
69
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
87
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第
12
6

条
第
１
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額
 
当
該
提
出
し
た
日
ま

で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(４
)～

(６
) 

（
略
）
 

 

(４
)～

(６
) 

（
略
）
 

 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

 
（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
21
条
 
（
略
）
 

第
21
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
第
23
条
第
１
項
第
15
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
次
項
及
び
第
22
条
の
８
に
お
い
て
「
特
定

配
当
等
」
と
い
う
。
）
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て

算
定
す
る
。
 

３
 
法
第
23
条
第
１
項
第
15
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
第
22
条
の

８
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当

該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

４
～
６
 
（
略
）
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
68
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
 

第
68
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者

に
環
境
性
能
割
に
よ
っ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
に
種
別
割
に
よ
っ

て
課
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_  

２
 
前
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第
44
3条

第
２
項
に
規
定
す
る
者

を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
 

２
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
、
法
第
44
5条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
使
用
者
に
軽

自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
、
法
第
44
5条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
者
に
課
す
る
。
た
だ
し
、

公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課
さ
な
い
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

第
69
条
 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る

場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

第
69
条
 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る

場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い

う
。
）
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す

る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の
変
更
が
あ
っ

た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

３
 
法
第
44
4条

第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い

う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
そ
の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運

行
（
道
路
運
送
車
両
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外

の
目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販
売
業
者
等
が
、
法
第

44
4条

第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１

12



 

改
正
後
 

改
正
前
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業

者
等
を
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

４
 
法
の
施
行
地
外
で
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
法

の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
運
行

の
用
に
供
す
る
者
を
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

第
69
条
の
３
 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る

価
額
と
し
て
法
施
行
規
則
第
15
条
の
10
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
69
条
の
４
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の
税
率

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

法
第
45
1条

第
１
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分

の
１
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

法
第
45
1条

第
２
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分

の
２
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

(３
) 

法
第
45
1条

第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分

の
３
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

第
69
条
の
５
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
_  

第
69
条
の
６
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
45
4条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
第
33
号
の
４
様
式

に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環
境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

 

２
 
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第
45
4条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
第
33

号
の
４
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
69
条
の
７
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
10

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

３
 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す
べ
き
納
期
限
は
、
そ

の
発
付
の
日
か
ら
10
日
以
内
と
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
69
条
の
８
 
市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
第
79
条
第
１
項
各

号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
（
３
輪
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て

は
、
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）
 

（
種
別
割
の
課
税
免
除
）
 

第
69
条
の
３
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。
た
だ

し
、
第
２
号
の
軽
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
 

第
69
条
の
９
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
は
、
種
別
割
を
課
さ
な
い
。
た
だ
し
、
第

２
号
の
軽
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
免
除
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
69
条
の
10
 
市
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
設
立
の
日
以
後
３
年
以
内
に
特
定
非
営
利
活
動
事

業
の
用
に
供
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
得
を
し

た
と
き
は
、
環
境
性
能
割
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

無
償
に
よ
る
取
得
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

 

(２
) 

寄
附
金
、
補
助
金
、
会
費
そ
の
他
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
収
入
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人

が
行
う
資
産
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
付
け
又
は
役
務
の
提
供
の
対
価
と
し
て
得
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
る
取
得
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
）
 

（
種
別
割
の
税
率
）
 

第
70
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
１
台
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
70
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
１
台
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

第
71
条
 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。
 

第
71
条
 
種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。
 

２
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
５
月
16
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
16
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）
 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

第
73
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

 

第
73
条
 
種
別
割
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
）
 

（
種
別
割
の
納
税
通
知
書
）
 

第
74
条
 
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
 

 

第
74
条
 
種
別
割
の
納
税
通
知
書
は
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）
 

（
種
別
割
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）
 

第
76
条
 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下
こ
の
節
に

お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か

ら
15
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
法
施
行

規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は

使
用
者
に
あ
っ
て
は
法
施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明

す
べ
き
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
76
条
 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
っ
た
日
か
ら
15

日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
法
施
行
規
則

第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は

使
用
者
に
あ
っ
て
は
法
施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明

す
べ
き
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
、
軽
自
動
車

及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法
施
行
規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ

る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法

施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
、
軽
自
動
車

及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法
施
行
規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式

に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法

施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
日
か

ら
30
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法
施
行

規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者

又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法
施
行
規
則
第
34
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
っ
た
日
か

ら
30
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法
施
行

規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者

又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
法
施
行
規
則
第
34
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

４
 
（
略
）
 

 

４
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

（
種
別
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

第
77
条
 
（
略
）
 

第
77
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）
 

（
種
別
割
の
減
免
）
 

第
78
条
 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
78
条
 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で

に
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
、
当

該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(８
) 

（
略
）
 

(１
)～

(８
) 

（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
の
消
滅
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
の
消
滅
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い

て
同
項
の
規
定
に
よ
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
た
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
度
の
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
同
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

 

４
 
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
同

項
の
規
定
に
よ
る
種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
た
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
年
度
の
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
同
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し

て
、
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
）
 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）
 

第
79
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
軽

自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

第
79
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
種

別
割
を
減
免
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日

ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3号

）
第
15
条
の
規
定
に

よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年
法
律
第
16
8号

）
第
４

条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手

帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3
号
）
第
45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で

に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3号

）
第
15
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年
法
律
第
16
8号

）
第
４
条
の

規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と

い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25

年
法
律
第
12
3号

）
第
45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
35
年
法
律
第

16



 

改
正
後
 

改
正
前
 

35
年
法
律
第
10
5号

）
第
92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等

と
生
計
を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者

に
限
る
。
）
を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い

う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
95
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情

報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第

95
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と

す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10
5号

）
第
92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一

に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）

を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は

こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
95
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第
95
条
の
２
第

４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す

る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７

日
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
代

わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第

２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま

で
に
、
市
長
に
対
し
て
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
に
代
わ
る

と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
２
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
 

６
 
（
略
）
 

 

６
 
（
略
）
 

 

（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）
 

（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）
 

第
80
条
 
（
略
）
 

第
80
条
 
（
略
）
 

２
 
法
第
44
5条

若
し
く
は
第
69
条
の
２
又
は
第
68
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者

は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日

か
ら
15
日
以
内
に
市
長
に
対
し
、
標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又

は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第

44
5条

若
し
く
は
第
69
条
の
２
又
は
第
68
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
軽
自
動
車
税
を
課

さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者

又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。
 

２
 
法
第
44
5条

若
し
く
は
第
69
条
の
２
又
は
第
68
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
を

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ

の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15

日
以
内
に
市
長
に
対
し
、
法
施
行
規
則
第
33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該

原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の

交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
種
別
割
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自

動
車
が
法
第
44
5条

若
し
く
は
第
69
条
の
２
又
は
第
68
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別

割
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の

所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。
 

３
～
６
 
（
略
）
 

３
～
６
 
（
略
）
 

７
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小

型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自

７
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小

型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
当
該
原
動
機
付
自

17



 

改
正
後
 

改
正
前
 

転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
、
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原

動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
軽
自
動
車
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
市
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
、
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
原

動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
種
別
割
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ

の
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
市
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

８
・
９
 
（
略
）
 

 

８
・
９
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

 

附
 
則
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＿
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＿
＿
＿
 

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
６
条
の
３
 
平
成
20
年
度
か
ら
平
成
28
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又
は
第
41
条
の
２
の
２
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
次
条
に
お
い
て
「
居
住

年
」
と
い
う
。
）
が
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て

は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
第
３
項
に
お
い
て

「
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
22
条
の

３
及
び
第
22
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
22
条
の
７
第
１
項
及
び
第
22
条
の
８
第
１
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
７
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
６
条

の
３
第
１
項
」
と
、
同
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
６
条
の
３
第
１

項
」
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
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＿
＿
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＿
＿
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＿
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＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
 

 

３
 
第
１
項
の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
３

月
15
日
ま
で
に
、
法
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
旨
及
び
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
市
民
税

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送

達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
、
市
長
に
提
出
し
た
場
合
（
法
附
則
第
５
条

の
４
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す

る
。
 

 

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
６
条
の
３
 
平
成
22
年
度
か
ら
令
和
20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又
は
第
41
条
の
２
の
２
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
年
が
平
成
21
年
か
ら
令
和
７
年

第
６
条
の
３
の
２
 
平
成
22
年
度
か
ら
令
和
20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所

得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
又
は
第
41
条
の
２
の
２

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
又
は
平
成
21
年
か
ら
令

18



 

改
正
後
 

改
正
前
 

ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額

を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
22
条
の
３
及
び
第
22
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

か
ら
控
除
す
る
。
 

和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
22

条
の
３
及
び
第
22
条
の
５
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
22
条
の
８
及
び
第
22
条
の
９
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
６
条
の
３
第

１
項
」
と
、
第
22
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
６
条
の
３

第
１
項
」
と
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
22
条
の
８
及
び
第
22
条
の
９
第
１
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び
に
附
則
第
６
条
の
３
の

２
第
１
項
」
と
、
第
22
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
６
条

の
３
の
２
第
１
項
」
と
す
る
。
 

 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
７
条
 
昭
和
57
年
度
か
ら
令
和
12
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６

条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出

期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
25
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉

用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事

項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

第
７
条
 
昭
和
57
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６

条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出

期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
25
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉

用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事

項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
い
て
、
第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措

置
法
第
25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
21
条
か
ら
第
22
条
の
３

ま
で
、
第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及

び
附
則
第
６
条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計

額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
い
て
、
第
25
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措

置
法
第
25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
21
条
か
ら
第
22
条
の
３

ま
で
、
第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
、

附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第

５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
20
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

19



 

改
正
後
 

改
正
前
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
第
３
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
３
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割

合
は
、
５
分
の
３
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割

合
は
、
７
分
の
６
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
24
項
第
４
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割

合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

17
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
４
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

18
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
４
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

19
 
法
附
則
第
15
条
第
25
項
第
４
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る

割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

17
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

20
 
法
附
則
第
15
条
第
28
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

18
 
法
附
則
第
15
条
第
31
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

21
 
法
附
則
第
15
条
第
32
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

19
 
法
附
則
第
15
条
第
35
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

22
 
法
附
則
第
15
条
第
36
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

20
 
法
附
則
第
15
条
第
36
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

23
 
法
附
則
第
15
条
第
37
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

21
 
法
附
則
第
15
条
第
40
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

24
 
法
附
則
第
15
条
第
41
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

22
・
23
 
（
略
）
 

25
・
26
 
（
略
）
 

20



 

改
正
後
 

改
正
前
 

24
 
法
附
則
第
15
条
の
11
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
１
と
す

る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
 

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

令
附
則
第
12
条
第
17
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

令
附
則
第
12
条
第
16
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補
償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該

耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
20
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該

耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
19
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢
者
等
居
住
改

修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定

す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

９
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢
者
等
居
住
改

修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定

す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(４
) 

令
附
則
第
12
条
第
24
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
者
が
同
項
各

号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(４
) 

令
附
則
第
12
条
第
23
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
者
が
同
項
各

号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(５
) 

（
略
）
 

(５
) 

（
略
）
 

(６
) 

居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第
25
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(６
) 

居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第
24
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(７
) 

（
略
）
 

(７
) 

（
略
）
 

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損
失
防
止
改
修

等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定

10
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
10
項
の
熱
損
失
防
止
改
修

等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
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改
正
後
 

改
正
前
 

す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
32
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
 

(６
) 

（
略
）
 

(６
) 

（
略
）
 

11
 
（
略
）
 

11
 
（
略
）
 

12
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
５
項

に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
12

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

12
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第
５
項

に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
12

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
32
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
 

(５
) 

熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
12
条
第
31
項
に
規
定
す
る
補
助
金

等
 

(６
) 

（
略
）
 

(６
) 

（
略
）
 

13
・
14
 
（
略
）
 

13
・
14
 
（
略
）
 

15
 
法
附
則
第
15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係

る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3号

）
第
７
条
又
は
同
法
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修

後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
20
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係

る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3号

）
第
７
条
又
は
同
法
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修

後
の
家
屋
が
令
附
則
第
12
条
第
19
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

(１
)～

(６
) 

（
略
）
 

16
 
法
附
則
第
15
条
の
11
第
１
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
法
施
行
規
則
附
則
第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
91
号
）
第
14
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

（
同
条
第
３
項
の
条
例
で
付
加
し
た
事
項
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
17
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す

16
 
法
附
則
第
15
条
の
11
第
１
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
18
年
国
土
交
通
省
令
第
11
0号

）
第
10
条
第
２
項
に
規
定
す
る
通
知

書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
49
号
）

第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添

22



 

改
正
後
 

改
正
前
 

る
同
法
第
２
条
第
20
号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す

る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
18

年
政
令
第
37
9号

）
第
５
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
14
条
第
３
項
の
条
例
で
定
め
る
同
法
第
２
条
第
18
号
に
規
定

す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(３
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
18

年
政
令
第
37
9号

）
第
５
条
第
３
号
に
規
定
す
る
劇
場
若
し
く
は
演
芸
場
又
は
同
条
第
４
号
に
規

定
す
る
集
会
場
若
し
く
は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(４
)～

(６
) 

（
略
）
 

 

(４
)～

(６
) 

（
略
）
 

 

（
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き

申
告
等
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
 

第
９
条
の
４
 
法
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
条
第
６

項
（
同
条
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１

月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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(１
) 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
並
び
に
当
該
納
税
義
務
者
が

令
附
則
第
12
条
の
４
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
又
は
第
３
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に

掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
又
は
第
３
項
第
１

号
若
し
く
は
第
２
号
に
掲
げ
る
者
と
の
関
係
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(２
) 

法
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地
の
上
に
令
和
５
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
存
し
た
家
屋
の
所
有
者
及
び
家
屋
番
号
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(３
) 

当
該
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
法
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
条
第
６
項
（
同
条
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
土
地

を
法
第
34
9条

の
３
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
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(４
) 

そ
の
他
市
長
が
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
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２
 
法
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
土
地
に
係
る
令
和
８
年
度
分
及
び
令
和
９
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
第
62

条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
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３
 
法
附
則
第
16
条
の
３
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
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23



 

改
正
後
 

改
正
前
 

被
災
共
用
土
地
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
の
按
分
の
申
出
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
第
４
号
に
お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と

い
う
。
）
の
代
表
者
が
毎
年
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
市
長
に
提

出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(１
) 

代
表
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
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(２
) 

特
定
被
災
共
用
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
並
び
に
そ
の
用
途
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(３
) 

特
定
被
災
共
用
土
地
に
係
る
法
附
則
第
16
条
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋

の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
そ
の
用
途
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(４
) 

各
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
当
該
各
特
定
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
の
当
該
特
定
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
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(５
) 

法
附
則
第
16
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
按
分
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
割
合
に
準
じ
て

定
め
た
割
合
及
び
当
該
割
合
の
算
定
方
法
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４
 
法
附
則
第
16
条
の
３
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土
地
と
み
な
さ
れ
た
特
定
仮
換
地
等

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
仮
換
地
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
の
按
分
の
申
出

に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税

義
務
者
」
と
、
「
特
定
被
災
共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
の
」
と
、
「
特
定
被
災

共
用
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
で
あ
る
特
定
被
災
共
用
土

地
に
」
と
す
る
。
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（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
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第
14
条
の
２
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第
６
条
か
ら
第
10
条
の
２

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、

行
う
も
の
と
す
る
。
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２
 
新
潟
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴

収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
44
6条

第
１
項
（
同
条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
45
1条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条

第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
29
条
の

９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当

該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
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＿

３
 
新
潟
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
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改
正
後
 

改
正
前
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＿
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＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
_ 

能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
附
則
第
14
条
の
４
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
69
条
の
６
第
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該

申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に

よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一

般
承
継
人
を
当
該
不
足
額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第
29
条
の
11
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
16
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該

三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
を
適

用
す
る
。
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＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
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＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿

＿
_  

 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
は
、

同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
10
0分

の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す

る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）
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第
14
条
の
３
 
市
長
は
、
当
分
の
間
、
第
69
条
の
８
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
潟
県
知
事
が
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
長
が
定
め
る
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）
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第
14
条
の
４
 
第
69
条
の
６
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
市
長
」

と
あ
る
の
は
、
「
新
潟
県
知
事
」
と
す
る
。
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＿
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＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）
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第
14
条
の
５
 
市
は
、
新
潟
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た

め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第
29
条
の
16
第
１
項
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、

徴
収
取
扱
費
と
し
て
新
潟
県
に
交
付
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
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第
14
条
の
６
 
営
業
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
69
条
の
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
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改
正
後
 

改
正
前
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＿
＿
 

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
第
１
号
 

10
0分

の
１
 

10
0分

の
0.
5 

第
２
号
 

10
0分

の
２
 

10
0分

の
１
 

第
３
号
 

10
0分

の
３
 

10
0分

の
２
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２
 
自
家
用
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
69
条
の
４
（
第
３
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「
10
0分

の
３
」
と
あ
る
の
は
、
「
10
0分

の
２
」

と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

第
15
条
 
法
附
則
第
30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自
動
車
が
最

初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
60
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
及
び
第
３
項

に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
14
年
を
経
過
し
た
月

の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
係
る
第
70
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
15
条
 
法
附
則
第
30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽
自
動
車
が
最

初
の
法
第
44
4条

第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に
お
い
て
「
初

回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
14
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度

以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
70
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
70
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
10
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第
30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
70
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属

す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
同
項
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に

限
る
。
）
に
対
す
る
第
70
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
７
年

４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和

８
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
（
イ
）
中
「
3,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
2,
00
0

３
 
法
附
則
第
30
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
法
第
44
6条

第
１
項
第
３
号
に
規

定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い

う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
70
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番

号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
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改
正
後
 

改
正
前
 

円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）
ａ
中
「
6,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
3,
50
0円

」
と
す
る
。
 

の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
（
イ
）
中
「
3,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
2,
00
0

円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）
ａ
中
「
6,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
3,
50
0円

」
と
す
る
。
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
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４
 
法
附
則
第
30
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
前
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
70
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
（
イ
）
中
「
3,
90
0

円
」
と
あ
る
の
は
「
3,
00
0
円
」
と
、
同
号
ア
（
ウ
）
ａ
中
「
6,
90
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
5,
20
0

円
」
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
15
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項

又
は
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す

る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
15
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
前

条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
71
条
第
２
項
の
納

期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ

の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し

た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を

事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足

額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
（
第
76
条

及
び
第
77
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
71
条
第

２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者

が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接

に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け

た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る

当
該
不
足
額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関

す
る
規
定
（
第
76
条
及
び
第
77
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額

に
、
こ
れ
に
10
0分

の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
は
、
同
項

の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
10
0分

の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
15
条
の
３
 
（
略
）
 

第
15
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

27



 

改
正
後
 

改
正
前
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附

則
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
15

条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条

の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第

１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
15
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
15
条
の
４
 
（
略
）
 

第
15
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附

則
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
15

条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条

の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第

１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
15
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第
15
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

 

４
 
（
略
）
 

 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
 
（
略
）
 

第
16
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附

則
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条

の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１

項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
16
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民
税
の

課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
市
民
税
の

課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
 
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特

別
措
置
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡

（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地

等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期

譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。
 

第
16
条
の
２
 
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特

別
措
置
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡

（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地

等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期

譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の

譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則

第
34
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課

税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
34
条
の
２
第
10
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の

譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則

第
34
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課

税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
34
条
の
２
第
10
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
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改
正
後
 

改
正
前
 

譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

第
17
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附

則
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
17
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条

の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１

項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
 
（
略
）
 

第
18
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附

則
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条

の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１

項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
18
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
の
３
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及
び
附

則
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18

条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条

の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第

１
項
、
附
則
第
６
条
第
１
項
、
附
則
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
の
２
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条

第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
18
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後

段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第

１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

31



 

改
正
後
 

改
正
前
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６

条
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
18
条
の
３
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第

１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
３
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
３
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の

８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
３
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
18
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

第
18
条
の
３
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条

第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
18
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後

段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第

１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
及

び
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６

(２
) 

第
22
条
の
５
か
ら
第
22
条
の
７
ま
で
、
第
22
条
の
８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、

第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
22
条
の
５

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
前
段
、
第
22
条
の
７
、
第
22
条
の
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改
正
後
 

改
正
前
 

条
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第

１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

８
第
１
項
並
び
に
附
則
第
６
条
第
１
項
、
第
６
条
の
３
第
１
項
及
び
第
６
条
の
３
の
２
第
１
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
22
条
の
６
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
18
条
の
３
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

(３
)～

(５
) 

（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

 

６
 
（
略
）
 

 

新
潟

県
柏

崎
市

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成

２
６

年
６

月
２

０
日

条
例

第
４

４
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
26
年
６
月
20
日
条
例
第
44
号
）
 

 
 
 
附
 
則
（
平
成
26
年
６
月
20
日
条
例
第
44
号
）
 

 
 

第
６
条
 
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
60
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
に
係
る
新
潟
県

柏
崎
市
税
条
例
第
70
条
及
び
附
則
第
15
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。
 

第
６
条
 
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
60
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係

る
新
潟
県
柏
崎
市
税
条
例
第
70
条
及
び
附
則
第
15
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄

に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。
 

 

（
略
）
 

 

 

（
略
）
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